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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

１９２※ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害 職員厚生課

補償等に関する条例の知事が定める額を定

める件の一部を改正する件

１９３※ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害 同

補償等に関する条例第１０条の２の知事が

定める金額を定める件の一部を改正する件

１９４ 歳入の徴収の事務を私人に委託した件 文化・未来創造課

１９５ 特定調達契約について随意契約の相手方を 文化の森振興

決定した件 センター

１９６ 歳入の収納の事務を私人に委託した件 農林水産政策課

１９７ 土地改良区の役員の就任について届出があ 農山漁村振興課

った件

１９８ 令和５年度における特定調達契約のうち建 建設管理課

設工事請負契約に係る一般競争入札に参加

する者に必要な資格、資格審査の申請時期

及び方法等を定めた件

１９９ 歳入の収納の事務を私人に委託した件 住宅課

２００ 特定調達契約について総合評価一般競争入 出納局

札に付する件 公共入札検査課



【企業局訓令】

番 号 表 題 担当課名

３※ 徳島県企業局事務決裁規程の一部を改正す

る訓令

【病院局管理規程】

番 号 表 題 担当課名

８※ 徳島県病院局事務の委任及び決裁に関する

規程の一部を改正する規程

９※ 徳島県病院局車両管理規程の一部を改正す

る規程

【人事委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

※ 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

の一部を改正する規則

【監査委員告示】

番 号 表 題 担当課名

２ 包括外部監査人の監査の事務を補助する者

について協議が調った件



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
二
号

平
成
二
年
徳
島
県
告
示
第
八
百
七
十
八
号
（
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等

に
関
す
る
条
例
の
知
事
が
定
め
る
額
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
四
月
二

十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

年
齢
階
層

最
低
限
度
額

最
高
限
度
額

二
十
歳
未
満

五
、
一
六
六
円

一
三
、
二
○
七
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
六
九
一
円

一
三
、
二
○
七
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

六
、
一
九
四
円

一
四
、
四
一
○
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
五
七
四
円

一
七
、
○
六
七
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

六
、
七
八
二
円

一
九
、
四
五
七
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

七
、
一
三
九
円

二
一
、
二
五
八
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

七
、
二
一
二
円

二
二
、
四
四
四
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

七
、
一
○
九
円

二
四
、
六
二
五
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

六
、
六
九
八
円

二
四
、
八
六
三
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

五
、
六
五
一
円

二
一
、
二
四
五
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

三
、
九
八
〇
円

一
五
、
八
二
七
円

七
十
歳
以
上

三
、
九
八
〇
円

一
三
、
二
○
七
円



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
三
号

平
成
八
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号
（
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等

に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二
の
知
事
が
定
め
る
金
額
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令

和
五
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
第
一
号
中
「
十
七
万
千
六
百
五
十
円
」
を
「
十
七
万
二
千
五
百
五
十

円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
七
万
五
千
二
百
九
十
円
」
を
「
七
万
七
千
八
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同

表
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
第
一
号
中
「
八
万
五
千
七
百
八
十
円
」
を
「
八
万
六
千
二
百
八
十
円
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
三
万
七
千
六
百
円
」
を
「
三
万
八
千
九
百
円
」
に
改
め
る
。



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
四
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
五
年
四
月
一
日
次
の
事
務
を
公
益
財
団
法
人
徳
島
県
文
化
振
興
財
団
に
委
託
し
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
立
文
学
書
道
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
十
四
号
）
第

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
観
覧
料
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
五
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十

二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
で
使
用
す
る
電
気

調
達
期
間
に
お
け
る
予
定
使
用
電
力
量
の
合
計

三
、
八
八
六
、
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

契
約
電
力

一
、
六
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
立
二
十
一
世
紀
館

徳
島
市
八
万
町
向
寺
山

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
三
月
一
日

四

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

四
国
電
力
株
式
会
社

香
川
県
高
松
市
丸
の
内
二
番
五
号

五

契
約
金
額

１

基
本
料
金
（
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
当
た
り
）

千
六
百
六
十
五
円
八
銭

２

電
力
量
料
金
（
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
当
た
り
）

七
月
か
ら
九
月
ま
で

二
十
八
円
七
十
三
銭

（一）

以
外
の
月

二
十
七
円
五
十
五
銭

（二）

（一）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
に
よ
る
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一
項
第

一
号



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
六
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
五
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
私
人
に
歳
入
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

委

託

し

た

事

務

委

託

し

た

私

人

徳
島
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金

北
灘
漁
業
協
同
組
合

北
泊
漁
業
協
同
組
合

堂
浦
漁
業
協
同
組
合

鳴
門

貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
四
年

町
漁
業
協
同
組
合

新
鳴
門
漁
業
協
同
組
合

里
浦
漁
業
協
同
組
合

長
原

徳
島
県
規
則
第
八
十
四
号
）

漁
業
協
同
組
合

川
内
漁
業
協
同
組
合

徳
島
市
漁
業
協
同
組
合

渭
東
漁

第
一
条
に
規
定
す
る
沿
岸
漁

業
協
同
組
合

徳
島
市
辰
巳
漁
業
協
同
組
合

小
松
島
漁
業
協
同
組
合

和

業
改
善
資
金
に
係
る
償
還
金

田
島
漁
業
協
同
組
合

阿
南
中
央
漁
業
協
同
組
合

福
村
漁
業
協
同
組
合

の
収
納
の
事
務

中
林
漁
業
協
同
組
合

橘
町
漁
業
協
同
組
合

椿
泊
漁
業
協
同
組
合

阿
南

漁
業
協
同
組
合

伊
島
漁
業
協
同
組
合

伊
座
利
漁
業
協
同
組
合

阿
部
漁

業
協
同
組
合

由
岐
漁
業
協
同
組
合

木
岐
漁
業
協
同
組
合

日
和
佐
町
漁

業
協
同
組
合

牟
岐
東
漁
業
協
同
組
合

牟
岐
町
漁
業
協
同
組
合

鞆
浦
漁

業
協
同
組
合

宍
喰
漁
業
協
同
組
合

徳
島
県
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

徳
島
県
農
業
改
良
資
金
貸
付

徳
島
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会

徳
島
北
農
業
協
同
組
合

東
と
く
し

規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
平

ま
農
業
協
同
組
合

名
西
郡
農
業
協
同
組
合

成
二
十
二
年
徳
島
県
規
則
第

四
十
五
号
）
附
則
第
二
項
に

規
定
す
る
農
業
改
良
資
金
に

係
る
償
還
金
の
収
納
の
事
務

徳
島
県
林
業
改
善
資
金
貸
付

徳
島
県
森
林
組
合
連
合
会

徳
島
中
央
森
林
組
合

木
頭
森
林
組
合

三
好

規
則
（
平
成
十
五
年
徳
島
県

東
部
森
林
組
合

規
則
第
六
十
七
号
）
第
二
条

に
規
定
す
る
林
業
改
善
資
金

に
係
る
償
還
金
の
収
納
の
事

務



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

土
地
改
良
区
の
名
称

不
動
土
地
改
良
区

二

就
任
役
員

役

員

名

氏

名

住

所

監

事

加

納

義

文

徳
島
市
不
動
本
町
一
丁
目
二
四
七
―
七



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
八
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

、
令
和
五
年
度
に
お
い
て
県
の
締
結
す
る
建
設
工
事
（
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
設
工
事
を
い
う
。
）
の
請
負
契
約
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定

役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

も
の
（
以
下
「
特
定
調
達
契
約
」
と
い
う
。
）
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
に

参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
、
資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
た

。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

資
格

特
定
調
達
契
約
に
係
る
入
札
に
参
加
す
る
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
は
、
建

設
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和
五
十
八

年
徳
島
県
告
示
第
五
十
号
。
以
下
「
審
査
要
綱
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
格
審

査
を
受
け
、
徳
島
県
建
設
工
事
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
業
者
名
簿
へ
の
登
載
を
決
定
さ
れ
た
者
と
す

る
。

二

資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
方
法

資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
は
、
随
時
と
し
、
資
格
審
査
の
申
請
の
方
法
は
、
審
査
要
綱
第
三
条
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

審
査
要
綱
第
三
条
に
規
定
す
る
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
の
作
成
に
用
い
る
言
語

は
、
日
本
語
と
す
る
。
な
お
、
そ
の
他
の
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
で
外
国
語
で
記
載
し
て
あ
る
も

の
は
、
日
本
語
の
訳
文
を
付
記
し
、
又
は
添
付
す
る
こ
と
。

２

申
請
書
及
び
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
の
金
額
欄
に
つ
い
て

は
、
外
国
の
通
貨
単
位
に
よ
ら
ず
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号

）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
通
貨
に
換
算
し
、
記
載
す
る
こ
と
。

３

外
国
人
又
は
外
国
法
人
に
あ
っ
て
は
、
審
査
要
綱
第
三
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ

る
書
類
に
代
え
て
知
事
が
適
当
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

４

申
請
書
等
の
提
出
は
、
記
載
内
容
を
説
明
で
き
る
者
が
持
参
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

５

申
請
書
等
の
提
出
先
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
県
土
整
備
部
建
設
管
理
課
審
査
担
当

（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
六
二
四
）

三

資
格
に
関
す
る
文
書
を
入
手
す
る
た
め
の
手
段

資
格
に
関
す
る
文
書
を
入
手
す
る
た
め
の
手
段
は
、
１
の
場
所
に
お
い
て
配
付
さ
れ
る
も
の
又
は
２

の
場
所
に
お
い
て
掲
載
さ
れ
る
も
の
を
入
手
す
る
こ
と
と
す
る
。

１

徳
島
県
の
庁
舎
に
お
け
る
配
付
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
県
土
整
備
部
建
設
管
理
課
審
査
担
当

（
電
話
○
八
八
―
六
二
一
―
二
六
二
四
）

２

徳
島
県
電
子
入
札
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
け
る
掲
載
場
所
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四

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知
等

資
格
審
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
審
査
要
綱
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
し
た
者
に
通
知

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
資
格
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
者
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
徳
島
県

の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
二
号

）
第
三
条
第
四
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
通
知
す
る
。

五

資
格
の
有
効
期
間

資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す

る
。

六

資
格
の
有
効
期
間
の
更
新
手
続

資
格
の
有
効
期
間
の
更
新
手
続
は
、
審
査
要
綱
第
三
条
及
び
第
四
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
二
の

１
か
ら
５
ま
で
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

七

そ
の
他

資
格
審
査
の
申
請
に
係
る
変
更
届
等
に
つ
い
て
は
、
審
査
要
綱
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



徳
島
県
告
示
第
百
九
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
五
年
四
月
一
日
次
の
事
務
を
ニ
ッ
テ
レ
債
権
回
収
株
式
会
社
に
委
託
し
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
十
二
号
）
に
規
定

す
る
家
賃
及
び
駐
車
場
の
使
用
料
の
う
ち
、
県
営
住
宅
を
退
去
し
た
者
に
係
る
滞
納
さ
れ
た
家
賃
及
び
駐

車
場
の
使
用
料
の
収
納
の
事
務



徳
島
県
告
示
第
二
百
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
、
地

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

工
事
名

徳
島
県
立
国
府
支
援
学
校
校
舎
棟
新
築
工
事
の
う
ち
建
築
工
事

２

工
事
箇
所

徳
島
市
国
府
町
矢
野

３

工
事
概
要

新
築
工
事
の
う
ち
建
築
工
事
一
式

校
舎
棟

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
・
地
上
四
階
建
て

延
べ
面
積

約
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル

４

施
工
期
間

契
約
締
結
日
の
翌
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
二
十
日
ま
で

５

入
札
方
式

一
般
競
争
入
札
（
総
合
評
価
落
札
方
式
（
標
準
型
）
を
適
用
す
る
。
）

６

こ
の
入
札
は
、
原
則
と
し
て
、
徳
島
県
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と

い
う
。
）
で
行
う
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
入
札
参
加

が
で
き
な
い
場
合
は
、
事
前
に
承
認
を
得
て
、
紙
入
札
方
式
に
よ
り
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

こ
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
は
、
１
か
ら
４

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
に
該
当
す
る
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
（
以
下
「
共
同
企
業
体
」
と
い

う
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

１

共
同
企
業
体
が
、
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
事
項
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
。

㈠

構
成
員
数
は
、
三
で
あ
る
こ
と
。

㈡

結
成
方
式
は
自
主
結
成
と
し
、
こ
の
工
事
に
お
い
て
そ
の
構
成
員
が
他
の
共
同
企
業
体
の
構
成

員
を
兼
ね
て
い
な
い
こ
と
。

㈢

各
構
成
員
の
出
資
比
率
が
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈣

名
称
は
「
代
表
構
成
員
名
・
構
成
員
名
・
構
成
員
名

国
府
支
援
学
校
新
築
工
事
共
同
企
業
体

」
と
す
る
こ
と
。

㈤

徳
島
県
建
設
工
事
共
同
企
業
体
取
扱
要
綱
に
定
め
る
要
件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

２

全
て
の
構
成
員
が
、
㈠
か
ら
㈧
ま
で
の
事
項
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
。

㈠

令
和
五
年
度
の
徳
島
県
建
設
工
事
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
業
者
名
簿
に
建
設
工
事
の
種
類
が

「
建
築
一
式
工
事
」
で
登
載
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
こ
の
公
告
の
日
（
以
下
「
入
札
公
告
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
当
該
名
簿
に
登
載
さ

れ
て
い
な
い
者
は
、
令
和
五
年
徳
島
県
告
示
第
百
九
十
八
号
（
令
和
五
年
度
に
お
け
る
特
定
調
達

契
約
の
う
ち
建
設
工
事
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
、
資
格

審
査
の
申
請
時
期
及
び
方
法
等
を
定
め
た
件
）
に
よ
り
、
令
和
五
年
五
月
二
十
四
日
（
水
曜
日
）

ま
で
に
資
格
審
査
の
申
請
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。



㈢

入
札
公
告
日
か
ら
開
札
日
ま
で
の
間
に
、
徳
島
県
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
停
止
措
置
要
綱
に

基
づ
く
入
札
参
加
資
格
停
止
の
措
置
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

㈣

入
札
公
告
日
か
ら
開
札
日
ま
で
の
間
に
、
徳
島
県
暴
力
団
排
除
措
置
要
綱
に
基
づ
く
排
除
措
置

の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

㈤

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経

営
事
項
審
査
に
係
る
総
合
評
定
値
通
知
書
（
こ
の
工
事
に
係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び

入
札
参
加
資
格
確
認
資
料
（
以
下
「
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
の
提
出
日
前

一
年
七
月
以
内
の
審
査
基
準
日
の
う
ち
直
近
の
も
の
に
限
る
。
）
の
写
し
を
提
出
で
き
る
者
で
あ

る
こ
と
。

㈥

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
民

事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は
破

産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
基
づ
く
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
会
社
更
生
法
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は
民
事
再
生

法
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
、
更
生
計
画
の
認
可
の

決
定
又
は
再
生
計
画
の
認
可
の
決
定
が
確
定
し
た
者
で
、
県
が
発
注
す
る
建
設
工
事
の
請
負
契
約

に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
再
審
査
を
受
け
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
該
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
と
み
な
す
。

㈦

手
形
又
は
小
切
手
の
不
渡
り
等
に
よ
り
銀
行
取
引
が
停
止
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

㈧

こ
の
工
事
に
係
る
設
計
業
務
等
の
受
託
者
で
な
い
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
受
託
者
と
資
本
面

又
は
人
事
面
に
お
い
て
密
接
な
関
連
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

３

代
表
構
成
員
が
、
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
事
項
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
。

㈠

建
築
工
事
業
に
係
る
建
設
業
法
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い

る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈡

２
の
㈤
の
総
合
評
定
値
通
知
書
の
建
築
一
式
工
事
の
総
合
評
定
値
が
千
二
百
点
以
上
の
者
で
あ

る
こ
と
。

㈢

⑴
か
ら

ま
で
の
事
項
の
全
て
に
該
当
す
る
建
築
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

(3)

百
一
号
）
第
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
建
築
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
た
め
の
工
事
の
元
請

と
し
て
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
入
札
公
告
日
ま
で
の
間
に
完
成
し
、
引
渡
し
が
完
了
し
た

工
事
に
係
る
施
工
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
と
し
て
の

施
工
実
績
は
、
出
資
比
率
が
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
に
限
る
。

一
棟
の
延
べ
面
積
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
二

(1)
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
延
べ
面
積
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
で
あ
る
こ
と
。

階
数
が
四
以
上
で
、
主
た
る
構
造
が
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

(2)
造
で
あ
る
こ
と
。

主
要
用
途
が
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す

(3)
る
学
校
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

㈣

か
ら

ま
で
の
事
項
の
全
て
に
該
当
す
る
専
任
の
技
術
者
を
こ
の
工
事
に
配
置
で
き
る
者
で

(1)

(4)

あ
る
こ
と
。

一
級
建
築
士
若
し
く
は
一
級
建
築
施
工
管
理
技
士
の
国
家
資
格
を
有
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
と

(1)



同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
者

建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
監
理
技
術
者
資
格
者
証
（
建
築
工
事
業

(2)
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
二
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
講
習
を
受
講
し
た
旨
を

証
す
る
書
面
を
有
す
る
者

次
の
イ
及
び
ロ
の
事
項
の
全
て
に
該
当
す
る
建
築
の
た
め
の
工
事
の
元
請
と
し
て
、
平
成
二

(3)
十
年
四
月
一
日
か
ら
入
札
公
告
日
ま
で
の
間
に
完
成
し
、
引
渡
し
が
完
了
し
た
工
事
に
お
け
る

工
期
の
二
分
の
一
を
超
え
る
期
間
に
お
い
て
、
現
場
代
理
人
、
主
任
技
術
者
、
監
理
技
術
者
又

は
建
設
業
法
第
二
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
と
し
て
の
施
工
経

験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
低
入
札
価
格
調
査
制
度
に
基
づ
き
増
員
し
て
配
置
し
た
技
術
者
と
し
て
の
施
工
経
験

は
対
象
と
し
な
い
。
ま
た
、
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
技
術
者
等
と
し
て
の
施
工
経
験
は
、
出

資
比
率
が
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
構
成
員
の
技
術
者
等
と
し
て
の
も
の
に
限
る
。

イ

一
棟
の
延
べ
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

階
数
が
四
以
上
で
、
主
た
る
構
造
が
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
で
あ
る
こ
と
。

開
札
日
以
前
に
お
い
て
代
表
構
成
員
と
三
月
以
上
の
直
接
的
か
つ
恒
常
的
な
雇
用
関
係
に
あ

(4)
る
者

な
お
、
こ
の
工
事
は
、
建
設
業
法
第
二
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
監

理
技
術
者
の
配
置
は
認
め
な
い
。

㈤

構
成
員
の
う
ち
最
大
の
施
工
能
力
を
有
し
、
出
資
比
率
が
最
大
で
あ
る
こ
と
。

４

代
表
以
外
の
構
成
員
が
、
㈠
及
び
㈡
の
事
項
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
。

㈠

２
の
㈤
の
総
合
評
定
値
通
知
書
の
建
築
一
式
工
事
の
総
合
評
定
値
が
八
百
四
十
点
以
上
の
者
で

あ
る
こ
と
。

㈡

及
び

の
事
項
の
全
て
に
該
当
す
る
専
任
の
技
術
者
を
こ
の
工
事
に
配
置
で
き
る
者
で
あ
る

(1)

(2)

こ
と
。一

級
建
築
士
若
し
く
は
一
級
建
築
施
工
管
理
技
士
の
国
家
資
格
を
有
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
と

(1)
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
者

開
札
日
以
前
に
お
い
て
当
該
構
成
員
と
三
月
以
上
の
直
接
的
か
つ
恒
常
的
な
雇
用
関
係
に
あ

(2)
る
者

三

契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
期
間

１

場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
庁
十
一
階

出
納
局
公
共
入
札
検
査
課
公
共
入
札
担
当

２

期
間

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
二
十
八
日
（
水
曜
日
）
ま
で
（
県
の
休
日

（
徳
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
）

四

入
札
説
明
書
（
入
札
概
要
書
、
設
計
図
書
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
閲
覧
の
場
所
及
び
期
間
並

び
に
交
付
の
方
法



１

閲
覧
の
場
所

徳
島
県
電
子
入
札
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
徳
島
県
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
（
県P

P
I

）
）

h
t
tp
s
:/
/
e-
p
p
i.
p
re
f
.t
o
ku
s
hi
m
a.
l
g
.j
p
/b
b
s/
o
pe
n
/f
r
o
nt

２

閲
覧
の
期
間

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
同
年
六
月
二
十
八
日
（
水
曜
日
）
午
後
十

二
時
ま
で

３

交
付
の
方
法

入
札
説
明
書
を
２
の
期
間
、
徳
島
県
電
子
入
札
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
徳
島
県
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
（

県P
P
I

）
）
に
掲
示
す
る
。

五

入
札
に
参
加
す
る
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

提
出
し
、
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

提
出
方
法

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
提
出
が
で
き
な
い
場
合
は
、
あ

ら
か
じ
め
一
の
６
た
だ
し
書
の
と
お
り
事
前
に
承
認
を
得
て
、
持
参
又
は
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

受
領
期
間
、
提
出
場
所
等

㈠

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
す
る
場
合

令
和
五
年
五
月
八
日
（
月
曜
日
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
同
月
二
十
四
日
（
水
曜
日
）
正
午
ま

で
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
の
運
用
時
間
に
限
る
。
）

㈡

持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合

⑴

受
領
期
間

令
和
五
年
五
月
八
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
三
日
（
火
曜
日
）
ま
で
（
県
の
休
日
を
除

く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
同
月

二
十
四
日
（
水
曜
日
）
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

⑵

提
出
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
庁
十
一
階

出
納
局
公
共
入
札
検
査
課
公
共
入
札
担
当

㈢

郵
送
（
書
留
郵
便
に
限
る
。
）
に
よ
り
提
出
す
る
場
合

⑴

受
領
期
間

令
和
五
年
五
月
八
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
四
日
（
水
曜
日
）
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。

⑵

宛
先

郵
便
番
号

七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
出
納
局
公
共
入
札
検
査
課
公
共
入
札
担
当

六

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等
の
記
載
内
容
を
証
す
る
書
類
の
提
出

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者
は
、
そ
の
記
載
内
容
を
証
す
る
書
類
を
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

提
出
方
法



持
参
又
は
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

２

受
領
期
間
、
提
出
場
所
等

㈠

持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合

⑴

受
領
期
間

令
和
五
年
五
月
二
十
五
日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
二
十
六
日
（
金
曜
日
）

な
お
、
こ
の
場
合
は
、
令
和
五
年
五
月
八
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
三
日
（
火
曜
日
）

ま
で
（
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で

を
除
く
。
）
及
び
同
月
二
十
四
日
（
水
曜
日
）
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
の
間
に
電
話
予
約

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵

提
出
場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
庁
十
一
階

一
一
〇
一
会
議
室
（
入
札
室
二
）

⑶

電
話
予
約
の
連
絡
先

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
出
納
局
公
共
入
札
検
査
課
公
共
入
札
担
当

電
話

〇
八
八
―
六
二
一
―
二
六
三
三

㈡

郵
送
（
書
留
郵
便
に
限
る
。
）
に
よ
り
提
出
す
る
場
合

⑴

受
領
期
間

令
和
五
年
五
月
八
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。

⑵

宛
先

郵
便
番
号

七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
出
納
局
公
共
入
札
検
査
課
公
共
入
札
担
当

七

入
札
手
続
等

１

入
札
書
及
び
工
事
費
内
訳
書
等
の
提
出
方
法

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
提
出
が
で
き
な
い
場
合
は
、
あ

ら
か
じ
め
一
の
６
た
だ
し
書
の
と
お
り
事
前
に
承
認
を
得
て
、
持
参
又
は
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

入
札
書
及
び
工
事
費
内
訳
書
等
の
提
出
の
期
間
及
び
場
所

㈠

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
す
る
場
合

令
和
五
年
六
月
二
十
六
日
（
月
曜
日
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
同
月
二
十
八
日
（
水
曜
日
）
正

午
ま
で
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
の
運
用
時
間
に
限
る
。
）

㈡

持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合

⑴

期
間

令
和
五
年
六
月
二
十
六
日
（
月
曜
日
）
及
び
同
月
二
十
七
日
（
火
曜
日
）
の
午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
）
並
び
に
同
月
二
十
八
日
（
水
曜
日
）

の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

⑵

場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地



徳
島
県
庁
十
一
階

出
納
局
公
共
入
札
検
査
課
公
共
入
札
担
当

㈢

郵
送
（
書
留
郵
便
に
限
る
。
）
に
よ
り
提
出
す
る
場
合

⑴

期
間

令
和
五
年
六
月
二
十
六
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
八
日
（
水
曜
日
）
ま
で
に
必
着
の
こ

と
。

⑵

宛
先

郵
便
番
号

七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
出
納
局
公
共
入
札
検
査
課
公
共
入
札
担
当

３

開
札
の
日
時
及
び
場
所

㈠

日
時

令
和
五
年
六
月
二
十
九
日
（
木
曜
日
）
午
前
十
時
五
分

㈡

場
所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
庁
十
一
階

一
一
〇
一
会
議
室
（
入
札
室
二
）

４

入
札
方
法

落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係

る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
十

分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

５

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

㈠

入
札
保
証
金

免
除

㈡

契
約
保
証
金

要

６

入
札
の
無
効

㈠

五
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
者
、
五
若
し
く
は
六
に
つ
い
て
虚
偽
の
申
請

等
を
し
た
者
又
は
五
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
た
が
落
札
決
定
の
時
点
に
お
い
て
二

の
１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
者
の
行
っ
た
入
札

㈡

徳
島
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
九
号
）
第
二
十
四
条
各
号
又
は

競
争
契
約
入
札
心
得
第
五
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札

㈢

入
札
説
明
書
で
無
効
と
定
め
る
入
札

７

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
の
う
ち
、
８
の
落
札
者
決
定
基
準
に
よ

り
得
ら
れ
た
評
価
値
の
最
も
高
い
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
者
と
な
る
べ
き
者
の
入
札

価
格
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
者
で
は
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
、
又
は
そ
の
者
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お

そ
れ
が
あ
っ
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
落
札
者
と
せ
ず
、
予
定
価
格

の
制
限
の
範
囲
内
で
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
他
の
者
の
う
ち
、
８
の
落
札
者
決
定
基
準
に
よ
り
得
ら



れ
た
評
価
値
の
最
も
高
い
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

な
お
、
落
札
者
と
な
る
べ
き
同
じ
評
価
値
の
者
が
二
者
以
上
あ
る
場
合
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム

に
装
備
さ
れ
て
い
る
電
子
く
じ
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

８

落
札
者
決
定
基
準

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
入
札
を
行
っ
た
全
て
の
入
札
参
加
者
に
つ
い
て
、
開
札
終
了
後
に

、
既
に
提
出
さ
れ
て
い
る
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等
そ
の
他
資
料
に
基
づ
き
㈠
の
総
合
評
価
の

方
法
に
よ
り
評
価
値
の
算
定
を
行
い
、
評
価
値
の
最
も
高
い
者
を
落
札
者
と
し
て
決
定
す
る
。
た
だ

し
、
そ
の
入
札
が
無
効
又
は
失
格
と
な
っ
た
場
合
及
び
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
が
一
者
の
場
合
は

、
評
価
値
の
算
定
は
行
わ
な
い
。

㈠

総
合
評
価
の
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
（
失
格
と
な
っ
た
者
を
除
く
。
）
に

対
し
て
、
次
の
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
評
価
値
を
も
っ
て
総
合
評
価
を
行
う
。

評
価
値

＝
（基

礎
点
＋
加
算
点

）

入
札
価
格

（単
位
:
億
円

）

÷

⑴
基
礎
点
は

入
札
参
加
資
格
の
要
件
を
満
足
す
る
場
合
に
１
０
０
点
と
す
る

、
。

⑵
加
算
点
は

次
の
方
法
に
よ
り
算
出
す
る

、
。

加
算
点

㈡
の
入
札
の
評
価
に
関
す
る
基
準
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
得
点
の
合
計
＋
低
入

＝
（

札
に
よ
る
減
点

減
点
措
置
の
期
間
に
該
当
す
る
場
合
に
あ

て
は

当
該
減
点
措
置
の
区

（
っ

、

分
に
応
じ
－
１
０
点
又
は
－
２
０
点

１
２
７
点

配
点
の
合
計

×
３
０
点

）
）
÷

（
）

⑶
評
価
値
は

小
数
第
三
位

小
数
第
四
位
四
捨
五
入

止
め
と
す
る

、
（

）
。

⑷
加
算
点
は

小
数
第
一
位

小
数
第
二
位
四
捨
五
入

止
め
と
す
る

、
（

）
。

⑸
入
札
価
格
は

億
円
単
位
と
し

小
数
第
五
位

小
数
第
六
位
切
上
げ

止
め
と
す
る

、
、

（
）

。

㈡

入
札
の
評
価
に
関
す
る
基
準

こ
の
工
事
の
総
合
評
価
に
関
す
る
評
価
項
目
及
び
配
点
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

評
価
項
目

配
点

技
術
提
案

四
十
点

簡
易
な
施
工
計
画

四
十
点

企
業
の
施
工
能
力

五
点

配
置
予
定
技
術
者
の
施
工
能
力

五
点

地
域
貢
献
度

七
点

地
域
精
通
度

三
十
点

八

契
約
手
続
に
関
す
る
事
項

１

こ
の
工
事
の
請
負
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
は
、
契
約
書
の
作
成
が
必
要
で
あ
る
。

２

こ
の
工
事
の
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得

又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
徳
島

県
議
会
の
議
決
が
必
要
で
あ
る
。

３

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
県
土
整
備
部
営
繕
課
長
寿
命
化
・
企
画
担
当

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

電
話

〇
八
八
―
六
二
一
―
二
六
一
四

４

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨



日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

九

そ
の
他

１

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

２

問
合
せ
先

郵
便
番
号

七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
出
納
局
公
共
入
札
検
査
課
公
共
入
札
担
当

電
話

〇
八
八
―
六
二
一
―
二
六
三
三

十

S
um
m
ar
y

１
Su
b
je
c
t
M
at
t
er
o
f
t
he
Co
n
tr
a
ct

K
o
ku
f
u
S
pe
c
ia
l
Su
p
po
r
t
E
du
c
at
i
on
Sc
h
o
ol
Bu
i
ld
i
ng
Co
n
st
r
u
ct
i
on
Wo
r
k

２
P
er
i
od
fo
r
t
h
e
s
u
bm
i
ss
i
on
of
te
n
de
r
s

⑴
E
l
ec
t
ro
n
ic
bi
d
di
n
g
sy
s
te
m
:
Op
e
ns
a
t
8
:3
0
o
n
J
un
e
2
6
th
,
2
02
3
a
n
d
c
l
os
e
s
a
t

1
2:
0
0
o
n
J
un
e
2
8
t
h,
20
2
3

⑵
Ha
n
d
d
el
i
ve
r
ed
s
u
b
mi
s
si
o
ns
:
Ju
n
e
2
6t
h
,
2
0
23
a
nd
J
u
ne
2
7t
h
,
2
0
23
f
ro
m
9
:0
0
to

1
7
:0
0
(o
f
fi
c
e
w
i
ll
b
e
c
lo
s
ed
f
ro
m
1
2
:0
0
to
13
:
0
0)
or
J
un
e
2
8
th
,
20
2
3
fr
o
m
9:
0
0

t
o
1
2:
0
0

⑶
Po
s
ta
l
su
b
m
is
s
io
n
s:
M
us
t
be
d
el
i
ve
r
e
d
b
e
tw
e
en
J
un
e
26
t
h,
2
02
3
-
J
u
ne
28
t
h,

2
0
23

３
For
further

information,
please

send
all
enquiries

to
the
following

address

T
o
ku
s
hi
m
a
P
re
f
ec
t
u
ra
l
G
o
ve
r
nm
e
nt

A
c
c
ou
n
ti
n
g
B
ur
e
au
,
Pu
b
l
ic
Bi
d
di
n
g
a
nd
In
s
p
ec
t
io
n
D
i
vi
s
io
n

1
-
1
B
an
d
ai
-
ch
o
T
o
ku
s
h
im
a
C
i
ty

P
ho
n
e:
0
88
-
62
1
-2
6
3
3



徳
島
県
企
業
局
訓
令
第
三
号

局

中

一

般

徳
島
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

徳
島
県
企
業
局
長
職
務
代
理
者

徳
島
県
企
業
局
副
局
長

中

川

雅

人

徳
島
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
徳
島
県
企
業
局
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
五

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
の
取
得

２

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
作
成

３

第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求
に
対
す
る
決
定
等

４

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施

５

第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
請
求
に
対
す
る
決
定
等

６

第
百
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
請
求
に
対
す
る
決
定
等

７

第
百
十
四
条
第
一
項
（
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
提
案
の
審
査

８

第
百
十
五
条
（
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
契

約
の
締
結

別
表
第
二
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し

、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
五
号
）
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

別
表
第
二
の
二
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
三

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
の
取
得

２

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
作
成

３

第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求
に
対
す
る
決
定
等

４

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施

５

第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
請
求
に
対
す
る
決
定
等

６

第
百
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
請
求
に
対
す
る
決
定
等

７

第
百
十
四
条
第
一
項
（
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
提
案
の
審
査

８

第
百
十
五
条
（
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
契

約
の
締
結

別
表
第
二
の
二
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
五
号

と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録



別
表
第
三
経
営
企
画
戦
略
課
長
の
専
決
事
項
第
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
八

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
公
表

２

第
百
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
提
案
の
募
集

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
八
号

徳
島
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
七
第
二
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
五

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
の
取
得

２

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
作
成

３

第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求
に
対
す
る
決
定
等

４

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施

５

第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
請
求
に
対
す
る
決
定
等

６

第
百
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
請
求
に
対
す
る
決
定
等

７

第
百
十
四
条
第
一
項
（
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
提
案
の
審
査

８

第
百
十
五
条
（
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
契

約
の
締
結

別
表
第
七
第
三
十
号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
第
二
十
九
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
二
十
八
号
を
第
二
十

九
号
と
し
、
第
二
十
七
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

二
十
六

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
五
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

別
表
第
八
総
務
課
長
の
専
決
事
項
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
公
表

２

第
百
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
提
案
の
募
集

別
表
第
十
一
第
四
号
１
中
「
第
八
十
二
条
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号

３
中
「
第
九
十
三
条
」
を
「
第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
４
中
「
第
百
一
条
」
を

「
第
百
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
九
号

徳
島
県
病
院
局
車
両
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
局
車
両
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
車
両
管
理
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

道
路
交
通
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
の
種
類

運
転
免
許
取
得
後
の
運
転
経
験
年
数

大
型
自
動
車

一
年
以
上

中
型
自
動
車

一
年
以
上

準
中
型
自
動
車

一
年
以
上

大
型
特
殊
自
動
車

一
年
以
上

普
通
自
動
車

六
月
以
上

大
型
自
動
二
輪
車

三
月
以
上

普
通
自
動
二
輪
車

三
月
以
上

小
型
特
殊
自
動
車

三
月
以
上

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
四
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
条
第
二
号
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
六
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
任
用
の
事
情
を
考
慮
し
、
採
用
試
験
の
結
果
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
部
内
の
他
の
職
員
及
び
経
験
者
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者

と
の
均
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
職
務
の
等
級
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
規
定
に
準
じ
て
そ
の
等
級
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
職
務
の
等
級
を
決
定
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
又
は
第

十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
験
者
試
験
採
用
者
に
準
じ
て
そ
の
号
俸
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
二
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
職
務
の
等
級
を
決
定
さ
れ
た
者
を
給
料
表
の
適
用
を
異
に
し
て
他

の
職
務
に
異
動
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
職
務
の
等
級
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

前
項
の
規
定
に
準
じ
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条
中
「
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
前
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
に
つ
い
て
、
包
括
外
部
監
査
人
梶
野
正
寛
と
の

協
議
が
調
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

徳
島
県
監
査
委
員

岡

﨑

悦

夫

同

鹿

山

公

弘

同

大

寺

健

司

同

西

沢

貴

朗

同

梶

原

一

哉

一

包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名

戸
田

順
也

住
所

徳
島
県
板
野
郡
上
板
町
佐
藤
塚
字
西
三
三
五
番
地

氏
名

井
関

勝
令

住
所

徳
島
県
徳
島
市
万
代
町
五
丁
目
五
三
番
地
の
一

二

包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
が
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
で
き

る
期
間

令
和
五
年
四
月
二
十
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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